
過積載車両の荷主対策【試行】（全体像）

道路管理者

適正化事業実施機関
（各都道府県トラック協会）

特別巡回
（過労運転等違反※２情報を得た時）

【①基地取締時の荷主情報の聴取（直轄国道）】

【②特車申請時における荷主名の記載（直轄国道）】
定期巡回

荷 主トラック事業者 契約関係

※１ 赤字箇所は、今回の試行に伴い、道路管理者による情報の取得又は自動車部局による情報の活用が強化されるプロセスである。
※２ 乗務時間等告示違反

＋

トラック事業者の巡回指導時
に荷主情報を聴取（全国で試行）

現地取締

警告・措置命令

荷主情報の聴取（任意）

任意聴取 荷主情報

荷主名を記載した特車申請

※優先的に特車許可審査
（概ね10日程度）

荷主情報の取得

自動車部局（自動車局・運輸局等）

H28年度実績：1,469件（直轄）

（運輸局等）

情報提供
（違反情報・荷主情報）

荷主情報

協力要請書の発出

・ 荷主の取引先であるトラック事業
者が法令違反を行ったことを通知
・ トラック事業者による違反の再発
防止を荷主に要請

違反通行時の荷主の確認要請 荷主の特定

過積載に加え過労運転等
違反にも関連がある共通
の荷主を確認した場合

違反通行が
認められた
場合

違反情報・
荷主情報の
提供
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今後のスケジュール

年度
基地取締り時の荷主情報の聴取

（直轄国道等）
特車申請時における荷主名の記載

（直轄国道）

H29年度

12月12日（火）～ 1月16日（火）～

H30年度

① 試行開始
※ 全ての地方整備局等 ① 試行開始

※ 北海道開発局

② 地域拡大
※ 全ての地方整備局等

③ 結果とりまとめ・検証
＜検証内容＞
・ 荷主名の記載状況
・ 荷主名を記載した事業者の過積載の有無
・ 事業者へのインセンティブ（優先的審査）の
妥当性

② 結果とりまとめ・検証
＜検証内容＞
・ 荷主名の聴取状況
・ 過積載の多い荷主の業種
・ 自動車部局での荷主情報の活用状況

③ 本格導入 ④ 本格導入
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（参考）特車申請時における荷主名の記載（イメージ）

運送事業者の会社名

運送事業者の代表者名

運送事業者/荷主の会社名

運送事業者/荷主の代表者名

※ 対象申請は新規申請（オンラインでの申請に限る）であり、申請時に荷主との契約書等を提出
※ 対象者は、申請時点において荷主が一者でも確定している者
※ 申請者へのインセンティブとして、審査の優先処理（道路管理者間の協議がない場合、かつ、申請内容に不備がない場合に限る）

＜現 在＞ ＜試行内容＞
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（参考）荷主勧告制度の概要

○ トラック事業者の違反行為に対し行政処分を行う場合、当該違反行為が主として荷主の行為に起因

すると認められる時は、荷主に対し違反行為の再発防止のための措置を執るべきことを勧告するもの

○ 平成２９年７月から、荷主への早期の働きかけを行うため、行政処分を前提とする運用を改め、

トラック事業者への行政処分の前に協力要請を行う機会を設定
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